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はじめに

障がい者雇用を取り巻く環境は、法定雇用率の引き上げや雇用形態・働き方の多様化により、大きく変化しています。一方
で、「どの助成金を、どのタイミングで使えばよいのか分からない」「制度が多くて整理できない」と感じている企業担当者の
方も少なくありません。

2

本資料では、令和８年時点の最新制度をもとに助成金を整理しました。助成金を単なるコスト補填ではなく、障がい者が安
心して働き続けられる職場づくりのための支援ツールとして活用いただくことを目的としています。
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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職が特に困難な求職者を雇い入れた事業主に対して支給される
助成金です。
安定した雇用の確保と、求職者の早期就職を目的としています。

3

特定求職者雇用開発助成金には、主に次の4つのコースがあります。

・ 特定就職困難者コース
高年齢者（60歳以上）や障害者、母子家庭の母などを雇用した場合に対象。

・ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
 障害者手帳を持たない発達障害者や難病患者を雇用した場合に対象。
・ 中高年層安定雇用支援コース
 35歳以上60歳未満で正規雇用経験が少ない中高年層を正社員として雇用した場合に対象。
・ 生活保護受給者等雇用開発コース
 生活保護受給者や生活困窮者を雇用した場合に対象。

ここでは「特定就職困難者コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」について取り上げます。
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特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者コース

特定就職困難者コースは、障害者など就職が困難な方を、ハローワーク等の紹介を通じて継続雇用する事業主に対し、助成
金を支給する制度です。
対象となるのは、雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた労働者です。

4

支給要件
1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
2. 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続雇用が確実であると認められること

※ 対象労働者が高年齢者（60歳以上）、母子家庭の母等のケースは省略します。

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給額の表です。

事業規模 支給額
助成対象

期間

支給対象期ごとの

支給額

中小企業 １２０万円 ２年 ３０万円 × ４期

中小企業以外 ５０万円 １年 ２５万円 × ２期

中小企業以外 １００万円 １年６か月 約３３万円 × ３期

中小企業 ２４０万円 ３年 ４０万円 × ６期

中小企業 ８０万円 ２年 ２０万円 × ４期

中小企業以外 ３０万円 １年 １５万円 × ２期

短時間労働者以外

短時間労働者

重度障害者等を除く身体・知的障害者

重度障害者等（重度の身体・知的障害者、４５歳以上

の身体・知的障害者及び精神障害者）

重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

対象労働者

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
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特定求職者雇用開発助成金

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースは発達障害や難治性疾患のある方を、障害者手帳の有無にかかわらず、ハロー
ワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続的に雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。
なお、雇入れ後おおむね6か月を経過した時点で、ハローワーク職員等による職場訪問が行われる場合があります。

5

支給要件
１． ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れていること
２． 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者を65歳に達するまで継続して雇用し、
 かつ雇用期間が継続して2年以上となることが確実であると認められること

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給額の表です。

対象労働者 企業規模 支給額
助成対象

期間

支給対象期ごとの

支給額

中小企業 １２０万円 ２年 ３０万円 × ４期

中小企業以外 ５０万円 １年 ２５万円 × ２期

中小企業 ８０万円 ２年 ２０万円 × ４期

中小企業以外 ３０万円 １年 １５万円 × ２期

短時間労働者以外の者

短時間労働者

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
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トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、就職が不安定な求職者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して支給される助成金です。
実際の業務を通じて、求職者と事業主双方の適性を確認し、安定した雇用につなげることを目的としています。

6

トライアル雇用助成金には、主に次の4つのコースがあります。

• 一般トライアルコース
 職業経験の不足や離転職を繰り返しているなど、就職が不安定な求職者を対象とした基本的なコースです。
• 障害者トライアルコース
 障害のある方を原則3か月間（精神障害者は最長12か月）試行雇用する場合に対象となります。
• 障害者短時間トライアルコース
 精神障害者や発達障害者を、週10時間以上20時間未満の短時間勤務から試行雇用する場合に利用できるコースです。
• 若年・女性建設労働者トライアルコース
 中小建設事業主が、35歳未満の若年者または女性を建設分野で雇用する場合に、他のトライアルコースに上乗せして
 支給されるコースです。

ここでは「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」について取り上げます。
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トライアル雇用助成金

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇
用することで、本人の適性や業務遂行の可能性を確認することを目的とした制度です。
試行雇用を通じて、求職者と事業主の相互理解を深め、障害者の早期就職および雇用機会の創出を図ります。

7

支給要件
1. 対象労働者

 (１)継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、
       障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
 (２)障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、「紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者」
       などいずれかの条件に該当する者

2. 雇い入れの条件
 （１）ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること 

 （２）障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給額の表です。

障害種別
助成対象

期間
支給内容

精神障害者 最長６か月
・最初の3か月は月額最大８万円

・次の3か月は月額最大４万円

精神障害者以外 最長３か月 ・月額最大4万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
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トライアル雇用助成金

障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースは、継続雇用を前提として、障害者を一定期間試行的に雇用する制度です。
雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場への適応状況や体調等を踏まえながら、試行
期間中に所定労働時間を20時間以上へ引き上げることを目指します。

8

支給要件
1. 対象労働者

本助成金の対象となる労働者は、継続雇用を希望し、障害者短時間トライアル雇用制度を理解したうえで、
本制度による雇用を希望している精神障害者または発達障害者

2. 雇い入れの条件
 （1）ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

 （2）3か月以上12か月以内の短時間トライアル雇用を行うこと

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給額の表です。

助成対象

期間
支給内容

最長12か月間 月額最大４万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
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トライアル雇用助成金

テレワーク推進による制度拡充

障害者のテレワークは、通勤が困難な方や在宅勤務を希望する方が能力を発揮しやすい働き方であり、ポストコロナ社会に
おいてニーズの拡大が見込まれています。一方で、企業ごとに異なるテレワーク環境への適応を見極めるには、従来の3か
月間のトライアル雇用期間では不十分な場合があることから、制度の拡充が行われました。

9

拡充内容のポイント
• トライアル雇用期間の延長

テレワークによる勤務を行う場合、障害者トライアル雇用の期間を、原則3か月から最長6か月まで延長することが可能
となりました。
※精神障害者については、従来どおり最大12か月まで延長可能であり、今回の拡充による変更はありません。

• テレワークの定義
「テレワークによる勤務」とは、1週間の所定労働時間の2分の1以上を、情報通信技術を活用して勤務することをいい、
在宅勤務またはサテライトオフィスでの勤務が対象となります。

詳細は厚生労働省の資料を参照してください。

この制度拡充により、テレワークという働き方を前提に、障害者の適性や職場適応をより丁寧に確認できるようになりまし
た。助成額は変わらないものの、企業と障害者双方にとって、ミスマッチ防止と安定雇用につながる実践的な支援策となっ
ています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000764369.pdf
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トライアル雇用助成金

障害者トライアル雇用の活用実績

障害者トライアル雇用は、障害者を原則3か月間の試行雇用として受け入れ、実際の業務を通じて能力や適性を確認したう
えで、継続雇用につなげることを目的とした制度です。
事業主にとっては、障害者雇用に対する不安を軽減しながら雇用判断ができる仕組みとして、幅広く活用されています。

10

代表的な活用事例の傾向
実際に障害者トライアル雇用の現場で、以下のような事例が見られます。
• 障害者雇用の経験がない事業所が、トライアル雇用をきっかけに初めて障害者を雇用
• 精神障害者や発達障害者に対し、業務の切り分けや担当固定を行うことで職場定着を実現
• トライアル雇用終了後も、支援機関が継続的に関与し、安定就労を支援

詳細は厚生労働省の資料を参照してください。

障害者トライアル雇用は、実践的に適性を見極めながら雇用につなげられる制度として、事業主・障害者双方にとって有効に
活用されています。

活用の主な効果
• 障害特性の理解が進む
 実際の職場での試行雇用を通じて、障害者本人の得意・不得意、配慮が必要な点を具体的に把握できています。
• 事業主側の不安軽減

障害者雇用の経験がなかった小規模事業所においても、採用への不安が解消された事例が見られます。
• 継続雇用への移行が進展

トライアル雇用期間中に業務内容や就業時間を調整し、終了後に継続雇用へ移行するケースが多数報告されています。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103771.pdf
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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用やパートタイムなどの非正規雇用労働者を、正社員化や処遇改善した事業主に対して支給
される助成金です。
働く人のキャリア形成を支援し、安定した雇用環境の整備を目的としています。

11

キャリアアップ助成金には、主に次の6つのコースがあります。

• 正社員化コース
 有期雇用・無期雇用・派遣労働者を正社員へ転換・直接雇用した場合に支給されます。
• 障害者正社員化コース
 障害のある非正規雇用労働者を正社員などへ転換した場合に対象となります。
• 賃金規定等改定コース
 非正規雇用労働者の基本給を3％以上引き上げる賃金規定の改定を行った場合に支給されます。
• 賃金規定等共通化コース
 正社員と非正規雇用労働者に共通の賃金規定を新たに導入・適用した場合に対象となります。
• 賞与・退職金制度導入コース
 非正規雇用労働者を対象に、賞与や退職金制度を新設・実施した場合に支給されます。
• 短時間労働者労働時間延長支援コース
 短時間労働者の労働時間延長や賃金引上げにより、社会保険の適用と収入増加を図った場合に対象となります。

ここでは「障害者正社員化コース」について取り上げます。
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キャリアアップ助成金

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース）は、障害者の雇用促進と職場定着の向上を目的とした制度です。

12

事業主が次のいずれかの取組を継続的に実施した場合に、助成金の支給対象となります。
• 有期雇用労働者を、正規雇用労働者（多様な正社員を含む）または無期雇用労働者へ転換する措置
• 無期雇用労働者を、正規雇用労働者へ転換する措置

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給額の表です。

支給対象者 措置内容 企業規模 支給総額 支給対象期間 各支給対象期における支給額

中小企業 120万円 １年 60万円×２期

中小企業以外 90万円 １年 45万円×２期

中小企業 60万円 １年 30万円×２期

中小企業以外 45万円 １年 22.5万円×２期

中小企業 60万円 １年 30万円×２期

中小企業以外 45万円 １年 22.5万円×２期

中小企業 90万円 １年 45万円×２期

中小企業以外 67.5万円 １年 約33.5万円×２期

中小企業 45万円 １年 22.5万円×２期

中小企業以外 33万円 １年 16.5万円×２期

中小企業 45万円 １年 22.5万円×２期

中小企業以外 33万円 １年 16.5万円×２期

有期雇用から正規雇用

への転換

有期雇用から無期雇用

への転換

無期雇用から正規雇用

への転換

有期雇用から正規雇用

への転換

有期雇用から無期雇用

への転換

無期雇用から正規雇用

への転換

重度以外の身体障害者、

重度以外の知的障害者、

発達障害者、難病患者、

高次脳機能障害と診断された者

重度身体障害者、

重度知的障害者

および精神障害者

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
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職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、障害のある方が職場に円滑に適応し、安定して働き続けられるよう支援するための助成金です。
ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援を行った事業主や支援機関に対して支給されます。

13

職場適応援助者助成金には「訪問型職場適応援助者助成金」と「企業在籍型職場適応援助者助成金」があります。

• 訪問型職場適応援助者助成金
社会福祉法人などの支援機関が雇用するジョブコーチ（職場適応援助者）を、障害者を雇用する事業所へ派遣して支援を
行った場合に、当該法人に対して支給される助成金です。
• 企業在籍型職場適応援助者助成金
障害者を雇用している企業が、自社の従業員をジョブコーチとして配置し、職場適応や定着支援を行った場合に、その事業
主に対して支給される助成金です。

いずれも、障害のある方の職場定着を支援する取組を後押しする制度で、支援の実施主体（外部機関か自社か）によって区
分されています。

詳細は厚生労働省のホームページを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html
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訪問型職場適応援助者助成金

訪問型職場適応援助者助成金は、支援計画に定められた支援期間の開始日から2か月以内に障がい者の雇用を予定してい
るものの、障がいへの配慮や支援に関する知識・ノウハウが十分でない事業主を対象とした助成金です（このほかにも一定
の要件があります）。
本制度では、訪問型職場適応援助者（ジョブコーチ）が事業所を訪問し、継続雇用に向けて、コミュニケーション方法の工夫や
業務遂行に関する助言・支援などを行います。

14

助成額は、上記の支給を合計した額の上限の範囲内で支給されます。

詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

訪問型職場適応援助者助成金の支給の種類について
• 支援実施状況に応じた支給
• 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給
• 事業実施施設の複数の訪問型職場適応援助者が、同一の支援対象障害者を支援する場合の支給

支援実施状況に応じた支給の単純なケースであれば以下の内容になります。
・ 4時間未満：9,000円／回 ・ 4時間以上：18,000円／回
・ 1日上限：36,000円

例外、特例など細かい算出方法があるため詳細は別途確認してください。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shokubatekiou_joseikin/sub04_houmongata.html?_fsi=CC8TN6eJ&_fsi=CC8TN6eJ
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企業在籍型職場適応援助者助成金

企業在籍型職場適応援助者助成金は、事業主が社内に職場適応援助者（ジョブコーチ）を配置し、障がい者に対する支援を
実施した場合に、支援計画に基づく支援活動について助成を受けられる制度です。
訪問型職場適応援助者助成金では、社外の職場適応援助者が事業所を訪問して支援を行いますが、企業在籍型職場適応援
助者助成金では、社内のジョブコーチが常時、障がい者の職場適応や定着に向けた支援を行う点が特徴です。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

下記は一人当たりの支給限度額の表です。

対象障害者等の

障害種別

支援対象障害者の

雇用
企業規模 支給限度額

支給対象

期間

中小企業事業主 月 8 万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月 6 万円 6 か月まで

中小企業事業主 月 4 万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月 3 万円 6 か月まで

中小企業事業主 月 2 万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月 1 万 5 千円 6 か月まで

中小企業事業主 月１２万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月９万円 6 か月まで

中小企業事業主 月６万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月５万円 6 か月まで

中小企業事業主 月３万円 6 か月まで

中小企業事業主以外の場合 月２万円 6 か月まで

精神障害者以外

精神障害者

一般労働者

短時間労働者

特定短時間労働者

一般労働者

短時間労働者

特定短時間労働者

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shokubatekiou_joseikin/sub04_kigyouzaisekigata_shokubatekiou.html
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障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、障害のある方が働きやすい環境を整えるために、職場で必要となる介助や支援を行った事業主に
対して支給される助成金です。
業務補助や通訳、相談対応などの措置を通じて、障害者の就労継続と職場定着を支援することを目的としています。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

障害者介助等助成金の種類
① 職場介助者の配置又は委嘱助成金
② 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
③ 職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
④ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金
⑤ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
⑥ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
⑦ 職場支援員の配置又は委嘱助成金
⑧ 職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金
⑨ 職場復帰支援助成金

助成金の種類ごとに内容が異なるため詳細は別途確認してください。

（例） ⑦ 職場支援員の配置又は委嘱助成金の一例
：中小企業事業者が身体障害者の短時間労働者ではない者を対象として職場支援員を配置した場合、
労働者一人当たり月額最大40,000円が2年間まで支給される。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/index.html
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重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金は、重度の障害のある方が安全かつ円滑に通勤できるよう、必要な支援や環境整備を行った
事業主等に対して支給される助成金です。
通勤用車両の整備や送迎、住宅の確保などを通じて、就労の継続と安定を支援することを目的としています。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

重度障害者等通勤対策助成金の種類
① 重度障害者等用住宅の賃借助成金
② 指導員の配置助成金
③ 住宅手当の支払助成金
④ 通勤用バスの購入助成金
⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
⑥ 通勤援助者の委嘱助成金
⑦ 駐車場の賃借助成金
⑧ 通勤用自動車の購入助成金

助成金の種類ごとに内容が異なるため詳細は別途確認してください。

（例） ① 重度障害者等用住宅の賃借助成金の一例
：世帯用の住宅の場合、費用の4分の３（上限１０万円）が10年間まで支給される。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html?_fsi=CC8TN6eJ&_fsi=CC8TN6eJ
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障害者作業施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金は、障害のある方を雇用するために必要な作業施設や設備の設置・整備を行った事業主に対
して支給される助成金です。
職場環境を整えることで、障害者の円滑な就労と安定した雇用の実現を支援することを目的としています。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

障害者作業施設設置等助成金は用途に応じて2種類の助成金に分かれています。

・ 第１種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金。
主に「建物や設備そのものの改修・設置（ハード面）」に対する助成。
（例） 段差解消、スロープ設置、トイレ改修など。

・ 第２種作業施設設置等助成金
 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金。
 主に「個々の障害特性に応じた機器や設備の導入（ソフト寄り・機器面）」に対する助成。
 （例) 補助機器、専用作業機器、支援機器の導入など。

・ 第1種作業施設設置等助成金の場合
費用の3分の2が支給される。支給対象障がい者1人につき施設は450万円・作業設備は150万円を上限とする。

・ 第2種作業施設設置等助成金の場合
 費用の3分の2が支給される。支給対象障がい者1人につき施設は月13万円・作業設備は月５万円を上限とする。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html?_fsi=CC8TN6eJ&_fsi=CC8TN6eJ
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障害者福祉施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金は、障害のある方が働きやすい環境を整えるために、福利厚生施設の設置や整備を行った事
業主等に対して支給される助成金です。
職場生活の向上を図ることで、障害者の安定した就労と職場定着を支援することを目的としています。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

障害者作業施設設置等助成金は食堂や浴場、洗面場、休憩室などの福祉施設等を設置・整備した場合に受け取ることができ
ます。

・ 障害者福祉施設設置等助成金の場合
 費用の3分の１が支給される。支給対象障がい者1人につき225万円が上限となる。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html?_fsi=CC8TN6eJ&_fsi=CC8TN6eJ
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重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、多数の重度障害者を雇用する事業所が、作業施設や設備の設置・整備を
行う際に支給される助成金です。
職場環境の充実を図ることで、障害者の継続雇用と安定した就労の確保を支援することを目的としています。
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詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページを参照してください。

・ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の場合
 費用の3分の２が支給される。5,000万円が上限となる。

ここでの重度障害者とは重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を指し、多数とは支給対象障害者を 10 人以上継
続して雇用し、労働者数のうちに占める割合が 10 分の２以上であることなどを指します。

また、事前に計画を立て、申請手続きを経たうえで整備する必要があります。

障害者作業施設設置等助成金はトイレや洗面所の設置・改修やエレベーターの設置、自動ドアの導入などで申請することが
できます。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/juta_joseikin/sub04_juta.html
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おわりに

障がい者雇用における助成金は、「雇えばもらえる制度」ではなく、「必要な配慮や支援を行った結果として支給される制度」
です。そのため、自社の雇用状況や課題を正しく把握し、採用から定着までを見据えた計画的な活用が重要になります。本資
料で紹介した助成金は、それぞれ役割や対象場面が異なりますが、組み合わせることで大きな効果を発揮します。
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障がい者雇用を一過性の対応に終わらせず、持続可能な取り組みとして定着させるために、本資料が制度理解と具体的な
一歩を踏み出すための参考となれば幸いです。
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